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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年9月16日(2021.9.16)

【公表番号】特表2020-530625(P2020-530625A)
【公表日】令和2年10月22日(2020.10.22)
【年通号数】公開・登録公報2020-043
【出願番号】特願2020-507040(P2020-507040)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/1172   (2016.01)
   Ａ６１Ｂ   5/1455   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｔ    1/00     ４００Ｇ
   Ａ６１Ｂ    5/1172   　　　　
   Ａ６１Ｂ    5/1455   　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月5日(2021.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波指紋感知を備えた生体感知デバイスであって、前記生体感知デバイスが、
　指を受容するように構成された表面と、
　超音波信号を生成し、前記表面に前記超音波信号を送信するように構成された超音波ト
ランスデューサを含む超音波指紋センサであって、前記表面上にある前記指の少なくとも
一部分の画像を示すデータを生成するように構成される、超音波指紋センサと、
　前記超音波指紋センサと統合された光学システムであって、前記超音波指紋センサを通
して前記表面に光を放出するように構成される、光学システム
を備える、生体感知デバイス。
【請求項２】
　前記超音波トランスデューサは、前記光学システムによって送信された前記光に対して
透明なトランスデューサ材料を備える、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項３】
　前記超音波指紋センサは前記超音波トランスデューサをアドレス指定するための電極を
備え、前記電極は前記光学システムによって送信される前記光に対して透明である、請求
項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項４】
　前記超音波指紋センサは前記超音波トランスデューサをアドレス指定するための電極を
備え、前記電極は前記光学システムによって送信される前記光に対して不透明である、請
求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項５】
　前記超音波信号は、５０ＭＨｚ～５００ＭＨｚの範囲の周波数を有する、請求項１に記
載の生体感知デバイス。
【請求項６】
　前記光学システムは、反射酸素濃度計を備える、請求項１に記載の生体感知デバイス。
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【請求項７】
　前記光学システムは、少なくとも２つの異なる波長を有する光を放出し、送信するよう
に構成される、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項８】
　前記光学システムによって受容される前記指によって反射された光に基づいて、少なく
とも１つの生存パラメータを生成するように構成されたプロセッサをさらに備える、請求
項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項９】
　前記超音波指紋センサと前記表面との間に配置された透明材料の層をさらに備える、請
求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項１０】
　前記光学システムは、前記超音波指紋センサを介して前記指から反射された光を受信す
るように構成され、前記生体感知デバイスは、
　前記超音波指紋センサからの前記データに基づいて前記指の少なくとも前記一部分の前
記画像を生成し、前記指から反射されて受容した前記光に基づいて生存パラメータを生成
するように構成された１つ以上のプロセッサ
をさらに備える、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項１１】
　前記光学システムは、少なくとも２つの異なる波長を有する光を生成して、送信するよ
うに構成され、前記光学システムは、前記少なくとも２つの異なる波長を有し、前記指か
ら前記超音波指紋センサを介して反射された光を受信するように構成され、前記生体感知
デバイスは、
　前記超音波指紋センサからの前記データに基づいて前記指の少なくとも前記一部分の前
記画像を生成し、前記少なくとも２つの異なる波長間で受容された前記光の差に少なくと
も部分的に基づいて生存パラメータを生成するように構成された１つ以上のプロセッサを
さらに備える、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項１２】
　前記光学システムは、赤外線波長の光を生成して、送信するように構成され、可視波長
の光を生成して、送信するように構成される、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項１３】
　前記生体感知デバイスは、前記光学システムを使用して心拍数および呼吸数のうちの少
なくとも１つを検出するように構成される、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項１４】
　前記生体感知デバイスは、前記光学システムを使用してフォトプレチスモグラム（ＰＰ
Ｇ）を生成するように構成される、請求項１に記載の生体感知デバイス。
【請求項１５】
　超音波指紋感知を備えた生体感知デバイスであって、前記生体感知デバイスが、
　指を受容するように構成された表面と、
　超音波信号を前記表面に送信するように構成された光学的に透明な超音波トランスデュ
ーサを備える超音波指紋センサであって、前記表面上にある前記指の少なくとも一部分の
画像を示すデータを生成するように構成される、超音波指紋センサと、
　前記超音波指紋センサと統合された光学システムであって、前記光学システムは、前記
光学的に透明な超音波トランスデューサを通して前記表面に光を送信するように構成され
、前記超音波トランスデューサが前記表面の下に配置され、前記光学システムが前記超音
波トランスデューサの下に配置される、光学システムと、
を備える、生体感知デバイス。
【請求項１６】
　前記光学システムは、前記超音波指紋センサを介して前記指から反射された光を受信す
るように構成され、前記生体感知デバイスは、
　前記超音波指紋センサからの前記データに基づいて前記指の少なくとも前記一部分の前
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記画像を生成し、前記指から反射されて受容した前記光に基づいて生存パラメータを生成
するように構成された１つ以上のプロセッサ
をさらに備える、請求項１５に記載の生体感知デバイス。
【請求項１７】
　前記光学システムは、反射酸素濃度計を備える、請求項１５に記載の生体感知デバイス
。
【請求項１８】
　生体認証の方法であって、
　圧電層を含む指紋センサによって、超音波信号を指に送信するステップと、
　前記指からの前記超音波信号の反射に基づいて、前記指の少なくとも一部分の画像を生
成するステップと、
　光学システムを使用して、前記指紋センサの前記圧電層を通過する光を前記指に放出す
るステップと、
　前記指からの前記光の反射に基づいて、生存パラメータを生成するステップと、
　前記画像および前記生存パラメータに基づいて、人を認証するステップ
を含む、方法。
【請求項１９】
　前記超音波信号を送信することは、前記指にガラスを通して前記超音波信号を送信する
ことを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記方法は、前記指紋センサと、前記光学システムとを備える携帯電話によって実行さ
れる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記方法は、前記指紋センサを含むスマートカードを使用して実行される、請求項１８
に記載の方法。
【請求項２２】
　前記圧電層を通過する前記光を生成することは、前記光学システムを用いて、少なくと
も２つの異なる波長を有する光を生成することを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記超音波信号を送信することは、前記超音波信号を表面を通して前記指に送信するこ
とを含み、前記方法は、前記表面、前記指紋センサ、および前記光学システムを含むデバ
イスによって実行され、前記デバイスの中に、前記指紋センサは前記表面の下に配置され
、前記光学システムは前記指紋センサの下に配置される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　超音波トランスデューサを有する生体感知デバイスであって、
　超音波信号をオブジェクトに送信するように構成された超音波トランスデューサと、
　前記超音波トランスデューサと統合された光学システムであって、前記光学システムは
光源および光検出器を備え、前記光源は前記超音波トランスデューサを介して光を放出す
るように構成され、前記光検出器は、前記オブジェクトから反射された光を受信するよう
に構成された、光学システムと、
　前記オブジェクトからの前記超音波信号の反射に基づいて前記オブジェクトの少なくと
も一部分の画像を生成し、前記オブジェクトから反射されて受信した前記光に基づいて生
存パラメータを生成するように構成された１つ以上のプロセッサ
を備える、生体感知デバイス。
【請求項２５】
　前記光源は、前記超音波トランスデューサのトランスデューサ材料を介して前記光を前
記オブジェクトに送信するように構成される、請求項２４に記載の生体感知デバイス。
【請求項２６】
　前記超音波トランスデューサをアドレス指定するための電極をさらに備え、前記電極は
、前記光学システムによって送信される前記光に対して透明である、請求項２４に記載の
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生体感知デバイス。
【請求項２７】
　前記超音波トランスデューサはアレイとして配置され、前記アレイ内に前記光源および
前記光センサは統合される、請求項２４に記載の生体感知デバイス。
【請求項２８】
　前記超音波信号は、５０ＭＨｚ～５００ＭＨｚの範囲の周波数を有する、請求項２４に
記載の生体感知デバイス。
【請求項２９】
　前記オブジェクトを収容するように構成された表面と、前記超音波トランスデューサと
前記表面との間に配置されたガラス層とをさらに備える、請求項２４に記載の生体感知デ
バイス。
【請求項３０】
　前記オブジェクトを収容するように構成された表面をさらに備え、前記超音波トランス
デューサが前記表面の下に配置され、前記光学システムが前記超音波トランスデューサの
下に配置される、請求項２４に記載の生体感知デバイス。
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